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検討体制等について（案） 

 

１ 地域保健医療計画（素案）の作成 

 (1) 基本部分（５疾病・５事業及び在宅医療等） 

   小委員会（保健医療計画推進小委員会）で検討し，構成団体に意見照会して取

りまとめる。 

   具体的には， 

  ア 事務局で関係団体と協議しながら，現行計画を基に現状を分析し，課題を抽

出する。（「呉地域保健医療計画見直し検討資料」を作成（→裏面に例）） 

  イ 第１回小委員会で，上記「呉地域保健医療計画見直し検討資料」を協議決定

し，構成団体に意見照会（追加修正意見，その根拠データ等） 

  ウ 構成団体からの意見，国，県からの統計情報等に基づいて，第２回小委員会

で，計画（素案）のたたき台の案を作成する。 

  エ 第２回合同会議で，上記の計画（素案）のたたき台について協議・検討する。 

  オ 第２回合同会議での協議結果に基づき，第３回小委員会で最終案を作成する。 

 (2) 地域医療構想の取組（病床機能の分化と連携） 

   病床部会で検討し，取りまとめる。 

 (3) 救急医療対策 

   救急医療専門委員会で検討し，取りまとめる。 

２ 高齢者プラン（圏域版）（素案）の作成 

  小委員会で検討し，取りまとめる。 

３ その他 

  構成団体内での協議の便宜を図るため，それぞれの会議資料は，事務局（県西部

保健所呉支所）のホームベージに掲載する。 
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呉

地
域

保
健

医
療

計
画

見
直

し
検

討
資

料

項
目

内
容

　
「
た

ば
こ

対
策

」
，

「
生

活
習

慣
の

改
善

」
，

「
感

染
に

起
因

す
る

が
ん

へ
の

対
策

」
に

つ
い

て
の

取
組

が
必

要
。

　
各

市
の

が
ん

検
診

受
診

率
は

，
一

部
を

除
い

て
県

平
均

に
比

べ
て

や
や

低
い

。
　

が
ん

検
診

で
精

密
検

査
が

必
要

と
判

断
さ

れ
た

場
合

に
放

置
し

な
い

よ
う

住
民

啓
発

す
る

こ
と

が
重

要
。

予
防

・
早

期
発

見

○
「
健

康
ひ

ろ
し

ま
２

１
呉

圏
域

計
画

」
等

と
の

連
携

を
図

り
な

が
ら

，
「
た

ば
こ

対
策

」
，

「
生

活
習

慣
の

改
善

」
，

「
感

染
に

起
因

す
る

が
ん

へ
の

対
策

」
に

つ
い

て
啓

発
に

努
め

ま
す

。
○

関
係

機
関

が
連

携
し

て
住

民
へ

の
が

ん
検

診
受

診
勧

奨
に

努
め

，
受

診
率

向
上

を
図

り
ま

す

　
予

防
に

関
し

て
は

，
各

団
体

・
施

設
に

お
い

て
，

た
ば

こ
対

策
（
禁

煙
対

策
，

受
動

喫
煙

対
策

）
や

肝
炎

対
策

，
生

活
習

慣
の

改
善

等
に

関
す

る
取

組
み

を
行

っ
て

い
る

（
各

公
的

病
院

で
は

禁
煙

外
来

を
開

設
し

て
い

る
。

）
。

　
早

期
発

見
に

関
し

て
は

，
各

市
が

地
区

医
師

会
等

の
協

力
を

得
な

が
ら

，
が

ん
検

診
の

受
診

体
制

整
備

，
受

診
勧

奨
，

網
羅

的
な

名
簿

管
理

に
基

づ
く

個
別

受
診

勧
奨

・
再

勧
奨

や
職

域
と

の
連

携
な

ど
に

よ
り

，
受

診
率

向
上

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
　

ま
た

，
「
が

ん
対

策
サ

ポ
ー

ト
ド

ク
タ

ー
（
H

2
8
.9

現
在

：
呉

圏
域

6
1
名

）
」
や

「
が

ん
検

診
サ

ポ
ー

ト
薬

剤
師

（
H

2
8
.1

現
在

：
呉

圏
域

7
1
名

）
」
に

よ
る

受
診

勧
奨

も
行

わ
れ

て
い

る
。

　
肺

，
大

腸
，

子
宮

の
受

診
率

は
向

上
し

た
が

，
胃

は
横

ば
い

，
乳

は
低

下
。

　
各

市
の

受
診

率
は

，
呉

市
の

子
宮

が
ん

を
除

き
県

平
均

よ
り

も
や

や
低

い
。

　
精

密
検

査
受

診
率

は
，

両
市

と
も

，
５

大
が

ん
す

べ
て

に
つ

い
て

県
平

均
を

大
き

く
超

え
て

い
る

。

　
引

き
続

き
施

策
を

継
続

　
患

者
・
家

族
が

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
を

利
用

し
や

す
い

環
境

整
備

に
引

き
続

き
努

め
て

い
く
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
の

普
及

○
が

ん
患

者
と

そ
の

家
族

が
納

得
し

て
治

療
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
，

引
き

続
き

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
外

来
を

受
け

や
す

い
よ

う
周

知
に

取
り

組
ん

で
い

き
ま

す
。

・
各

拠
点

病
院

で
は

，
相

談
窓

口
，

入
院

案
内

や
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

を
通

じ
て

周
知

に
努

め
て

い
る

。
・
圏

域
内

の
３

つ
の

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院

の
セ

カ
ン

ド
オ

ピ
ニ

オ
ン

の
合

計
件

数
は

，
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

　
平

成
２

４
年

度
４

５
件

，
平

成
２

５
年

度
３

８
件

，
平

成
２

６
年

度
３

８
件

，
平

成
２

７
年

度
２

８
件

，
平

成
２

８
年

度
（
１

１
月

末
現

在
）
２

３
件

　
圏

域
内

の
３

つ
の

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院

の
セ

カ
ン

ド
オ

ピ
ニ

オ
ン

の
合

計
件

数
は

，
増

え
て

い
な

い
。

　
引

き
続

き
施

策
を

継
続

　
医

療
連

携
パ

ス
が

十
分

に
活

用
さ

れ
る

よ
う

に
努

め
て

い
く
必

要
が

あ
る

。

医
療

機
関

の
連

携
・
医

療
機

能
の

充
実

○
が

ん
予

防
か

ら
早

期
発

見
，

治
療

，
相

談
支

援
・
情

報
提

供
に

至
る

一
連

の
が

ん
対

策
に

つ
い

て
，

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院

を
中

心
と

し
た

医
療

機
関

等
の

連
携

及
び

医
療

機
能

の
充

実
に

努
め

ま
す

。

　
が

ん
診

療
連

携
拠

点
病

院
と

し
て

，
呉

医
療

セ
ン

タ
ー

（
平

成
１

８
年

８
月

国
指

定
）
，

呉
共

済
病

院
（
平

成
２

２
年

１
１

月
県

指
定

）
，

中
国

労
災

病
院

（
平

成
２

４
年

３
月

県
指

定
）
の

３
病

院
が

指
定

さ
れ

て
お

り
，

手
術

療
法

，
放

射
線

治
療

，
化

学
療

法
又

は
こ

れ
ら

を
効

果
的

に
組

み
合

わ
せ

た
集

学
的

治
療

を
行

っ
て

い
る

。
　

各
拠

点
病

院
と

呉
市

医
師

会
が

中
心

と
な

り
，

５
大

が
ん

等
の

地
域

連
携

パ
ス

の
運

用
を

行
う

な
ど

，
基

幹
病

院
と

地
域

の
医

療
機

関
と

の
連

携
を

推
進

し
て

い
る

。
　

そ
れ

ぞ
れ

の
拠

点
病

院
で

は
，

患
者

・
一

般
住

民
を

対
象

と
し

て
相

談
事

業
を

実
施

し
て

い
る

。
ま

た
，

が
ん

の
早

期
発

見
・
早

期
治

療
に

関
す

る
開

業
医

等
を

対
象

と
し

た
研

修
会

や
，

市
民

公
開

講
座

等
に

よ
る

情
報

発
信

，
が

ん
サ

ロ
ン

に
よ

る
患

者
・
家

族
の

交
流

活
動

を
定

期
的

に
行

っ
て

い
る

。

　
地

域
連

携
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
に

基
づ

く
診

療
計

画
策

定
や

診
療

提
供

の
実

施
率

（
人

口
当

た
り

）
は

，
県

平
均

を
上

回
っ

て
い

る
。

　
引

き
続

き
施

策
を

継
続

　
希

望
す

る
患

者
に

対
し

て
，

看
取

り
ま

で
を

含
め

た
適

切
な

在
宅

医
療

介
護

サ
ー

ビ
ス

や
緩

和
ケ

ア
が

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

緩
和

ケ
ア

の
推

進

○
　

切
れ

目
な

く
緩

和
ケ

ア
を

提
供

す
る

体
制

の
充

実
を

図
り

ま
す

。
特

に
在

宅
緩

和
ケ

ア
に

つ
い

て
は

，
往

診
医

，
訪

問
看

護
師

，
介

護
ヘ

ル
パ

ー
等

の
マ

ン
パ

ワ
ー

の
充

実
に

努
め

て
い

き
ま

す
。

　
各

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院

で
は

，
病

棟
と

緩
和

ケ
ア

チ
ー

ム
の

ス
タ

ッ
フ

が
連

携
し

て
速

や
か

に
緩

和
ケ

ア
を

提
供

す
る

体
制

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
　

ま
た

，
が

ん
診

療
連

携
拠

点
病

院
と

呉
市

医
師

会
が

中
心

と
な

り
，

拠
点

病
院

か
ら

地
域

の
医

療
機

関
に

転
医

し
た

患
者

等
に

切
れ

目
の

な
い

緩
和

ケ
ア

を
提

供
す

る
為

，
地

域
の

医
療

・
介

護
・
福

祉
の

専
門

職
と

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

や
ス

タ
ッ

フ
の

育
成

に
努

め
て

い
る

。

　
緩

和
ケ

ア
の

実
施

率
（
人

口
当

た
り

）
は

，
県

平
均

を
や

や
上

回
っ

て
い

る
。

　
が

ん
患

者
の

在
宅

死
亡

割
合

（
平

成
2
7

年
）
は

，
8
.4

%
で

，
県

平
均

の
9
.1

%
を

や
や

下
回

っ
て

い
る

。

　
引

き
続

き
施

策
を

継
続

　
専

門
医

や
認

定
看

護
師

そ
の

他
職

種
に

つ
い

て
人

材
を

育
成

し
て

い
く
必

要
が

あ
る

。

マ
ン

パ
ワ

ー
の

育
成

・
確

保

○
高

度
な

が
ん

医
療

を
継

続
し

て
い

く
た

め
に

，
専

門
医

や
認

定
看

護
師

な
ど

が
ん

に
関

す
る

専
門

の
技

術
と

知
識

を
有

す
る

人
材

の
育

成
・
確

保
に

努
め

て
い

き
ま

す
。

　
各

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院

で
は

，
放

射
線

療
法

や
化

学
療

法
な

ど
の

専
門

医
や

認
定

看
護

師
の

確
保

に
努

め
て

い
る

。
　

引
き

続
き

施
策

を
継

続

目
指

す
姿

（
目

標
）

現
在

の
状

況

○
予

防
か

ら
早

期
発

見
，

治
療

・
緩

和
ケ

ア
，

相
談

・
情

報
提

供
等

に
至

る
一

連
の

が
ん

対
策

が
，

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院

を
中

心
に

医
療

機
関

，
関

係
各

機
関

が
連

携
し

，
連

続
的

，
総

合
的

に
推

進
さ

れ
て

い
ま

す
。

○
行

政
，

関
係

団
体

等
が

連
携

し
て

啓
発

・
受

診
勧

奨
を

行
い

，
が

ん
検

診
受

診
率

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
，

早
期

発
見

・
早

期
治

療
に

つ
な

が
り

，
生

存
率

が
向

上
し

ま
す

。

　
５

大
が

ん
の

検
診

受
診

率
は

向
上

し
て

い
る

。
　

悪
性

新
生

物
の

標
準

化
死

亡
比

（
全

国
標

準
Ｓ

Ｍ
Ｒ

）
は

，
1
0
5
.0

（
平

成
1
7
～

2
1
年

）
か

ら
1
0
3
.2

（
平

成
2
2
～

2
6
年

）
に

低
下

し
て

お
り

，
生

存
率

の
向

上
が

窺
え

る
。

課
題

実
施

状
況

現
在

の
状

況
次

期
計

画
で

の
取

組
方

針
施

策
の

方
向

呉
地

域
保

健
医

療
計

画
見

直
し

検
討

資
料
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）
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